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令和6年第1回 

美唄市議会定例会会議録 

令和6年3月8日(金曜日) 

午前10時00分 開会 

 

◎議事日程 

 第1 会議録署名議員の指名 

 第2 一般質問 

   

◎出席議員（14人） 

  議 長  谷 村 知 重 君 

副議長  楠   徹 也 君 

    1番  永 森 峰 生 君 

2番  伊 原 潤 司 君 

3番  江 川 いつみ 君 

    4番  海 鉾 則 秀 君 

5番  古 賀 崇 之 君 

    6番  吉 岡 建二郎 君 

7番  本 郷 幸 治 君 

8番  齋 藤 久美夫 君 

9番  山 上 他美夫 君 

   10番  森   明 人 君 

   11番  川 上 美 樹 君 

   13番  松 山 教 宗 君 

 

◎出席説明員 

市     長  桜 井   恒 君 

副  市  長  土 屋 貴 久 君 

 総 務 部 長  猪 谷 憲 恭 君 

市 民 部 長  松 田 公 史 君 

 保健福祉部長  川 西 勝 幸 君 

 経 済 部 長  副 市 長 事 務 取 扱 

都市整備部長   清 水 真 史 君 

市立美唄病院事務局長  藤 井 俊 禎 君 

消 防 長  菅 原 利 彦 君 

総務部総務課長  平 野 太 一 君 

総務部総務課長補佐  上 村 名津美 君 

  

教 育 長  石 塚 信 彦 君 

教 育 部 長  村 上 孝 徳 君 

  

選挙管理委員会委員長  中 田 礼 治 君 

選挙管理委員会事務局長  西 田 正 志 君 

  

農業委員会事務局長  高 橋 修 也 君 

  

監 査 委 員  西 尾  正 君 

監査事務局長  橋 本 光 明 君 

  

◎欠席説明員 

農業委員会会長  畑  雄 二 君 

  

◎事務局職員出席者 

 事 務 局 長   門 田 昌 之 君 

 次     長   新   宗 晃 君 

 

午前10時00分 開会 

●議長谷村知重君 これより、本日の会議を

開きます。 

 この場合、説明員の欠席について、次のと

おり通知がありましたので報告いたします。 

農長委員会会長畑雄二君は都合により欠席

となります。 

 

●議長谷村知重君 次に日程の第1、会議録署

名議員を指名いたします。 

2番 伊原潤司議員 

3番 江川いつみ議員 
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を指名いたします。 

 

●議長谷村知重君 次に日程の第2、一般質問

に入ります。 

発言通告書により、順次発言を許します。 

4番海鉾則秀議員。 

●4番海鋒則秀議員 令和6年第1回定例会に

おいて、市長にお伺いいたします。 

まず1点目、美唄の農業の現状について、お

伺いいたします。 

農業者の所得減少について、農林水産省は、

昨年12月30日に2023年における「農業物価指

数」について発表いたしました。2020年の価

格を100とした場合、2023年は生産資材全体で

21.3％の増加、統計が残る1951年以降で最高

の指数になりました。このうち肥料と飼料に

あっては、5割高にもなっています。その一方

で農産物は7.8％の増加と資材に比べて上昇

幅は小さく、生産コスト上昇分を農産物価格

に十分転嫁できない状況が農林水産省の発表

で浮き彫りになったところであります。農業

を営む上で、資材、肥料、飼料が3年前と比べ

ていかに高くなり、このことが農業収益の減

少に大きくつながっていること、さらに近年

の異常気象による高温障害の影響や台風によ

る米・大豆等の倒伏の影響による収穫量の減

少などにより農業者の所得が減少しているこ

とについて、現状を市長は把握しているのか。

このような状況が続くと、後継者の問題、そ

して美唄の自然、田園風景を守っていくこと

が困難になり兼ねません。持続可能な対策を

今から進めていかなければならないと思いま

すが、市長の考えをお伺いいたします。 

二つ目ですが、美唄の農業を守るための対

策について。様々な商品等の物価の高騰が社

会問題となっていますが、農業においても、

肥料や土壌改良剤などの価格の高騰により、

農業経営が圧迫されている状況にあり、これ

らの状況は、これからも続いていくものでは

ないかと、大変危惧しているところでありま

す。現在、本市においては、生ごみ堆肥を生

産していますが、担当課に確認したところ、

生ごみ堆肥の引渡先の確保については、毎年

大変苦慮していると聞いております。米や麦、

大豆などに使用している肥料については、生

ごみ堆肥で代用するというのは困難なもので

すが、例えば、肥料以外の土壌改良剤などに

ついて、生ごみ堆肥でも十分、代用が可能で

あるものではないかと考えております。また、

生ごみ堆肥の使用により、将来的には肥料の

減肥にもつながっていくのではないかと期待

しているところでもあります。実際、肥料等

の散布に当たっては、現状の市の生ごみ堆肥

の引渡方法である粉末状態では、農業者が所

有している散布用の機械では対応はできるも

のの、散布時に正確に投入量を図ることがで

きず、適量散布ができない状況であることか

ら、生ごみ堆肥の使用を行えない状況にあり

ます。例えば、生ごみ堆肥を粉末状況からペ

レット状にすることで、必要量を散布するこ

とができ、そのような状態に生ごみ堆肥を加

工することができれば、我々農業者の資材高

騰対策に資することはもちろんのこと、市の

生ごみ堆肥化もさらに促進することができる

ものと考えます。しかしながら、生ごみ堆肥

のペレット化につきましては、新たな設備投

資等が必要になるかと思います。繰り返しに

もなりますが、これらの投資により、美唄市
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の基幹産業である農業の支えにもつながるほ

か、本来の生ごみ堆肥化の目的である市内で

発生した生ごみの域内における循環利用にも

資するものであることから、様々な課題等は

あるかと思いますが、是非、前向きに検討を

進めていただければと思いますが、市長の見

解についてお伺いいたします。 

●市長桜井恒君(登壇) 美唄の農業の現状に

ついてでありますが、はじめに、コロナ禍や

国際情勢の変化による物価高騰のほか、気温

上昇による高温障害など、農業を取りまく状

況は困難を極めております。こうした中、農

業者の皆様は経費を節減しながら、良質な農

作物を愛情込めて生産されており、市としま

しても、基盤整備事業やスマート農業機械の

導入支援などにより、基幹産業である農業へ

の支援を行っているところであります。また、

令和4年度及び令和5年度におきましては、肥

料や燃油、農業資材の高騰により、農業経営

に甚大な影響が出ている農業者様へ美唄市農

業経営緊急支援金により支援を行ったところ

であります。しかしながら、美唄市農協の組

合員勘定の状況を見ますと、組合員1世帯平均

では、令和元年を基準とした場合、令和3年で

は収入が140万円減少し、支出は140万円増え

ていることにより、影響額は180万円となって

おります。令和4年では収入が220万円減少し、

支出は15万円増えることにより、影響額は235

万円となり、令和5年では影響額がさらに大き

くなると予想されます。私も、農業振興協議

会のほか小麦調製出荷状況視察、農作物作況

視察、水稲収穫・乾燥調製状況視察などにお

いてほ場や施設に出向き、様々な農業者の話

を伺った中で、農業所得の減少について、今

の生活が精一杯で、農業を続けるために必要

な農業機械の導入ができなくなっているなど

のお話を伺いました。今後の営農継続におい

て、複数年に及ぶ所得減少は大きな問題とな

っており、さらに、担い手への影響について

も深刻な課題として受け止めているところで

あります。 

次に、美唄の農業を守るための対策につい

てでありますが、本市の施設で製造しており

ます生ごみ堆肥につきましては、主に市内の

一般家庭から収集いたしました生ごみに、も

み殻を副資材として加えて水分調整を行い、

発酵と攪拌を繰り返し熟成させ、生ごみの状

態から3か月程度を経て、粉状の堆肥を製造し

ているところであります。生ごみ堆肥のペレ

ット化について、現状で想定される課題とい

たしましては、ペレット加工の適性や需要、

農業者が使用する散布機による散布方法の検

証が必要であるとともに、新たな設備の導入

に係る設置場所、作業体系、全体費用の調査

などが必要と考えております。今後につきま

しては、多くの農業者の方々に使用していた

だけるよう、農業者及び関係機関と情報共有

を図りながら調査を進めるとともに、国の「み

どりの食料システム戦略」における取組など

を踏まえて、検討してまいります。 

●4番海鋒則秀議員 令和元年との比較によ

り、農業者の所得減少状況を理解していただ

いていたことはわかりました。実際に農業者

はこの数年、農業を継続するための手段とし

て営農方法を試行錯誤しながら見直し、経費

節減に努めております。しかしながら、物価

高騰に加え、農作物の減収などにより、ます

ます農業者の所得は減少している状況にあり、
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計画的に更新しなければならない農業機械も

購入を見送らざるを得ないため、今後の営農

に影響を与えかねない状況となっております。

こうした状況を受け、美唄の農業を持続可能

にする対策を進めていかなければならないと

思いますが、市長の考えをお伺いいたします。 

●市長桜井恒君 答弁の前に1点、訂正させて

いただきます。先ほどの海鉾議員の答弁の中

で、組合員勘定の状況につきまして言及した

際に、令和3年では、収入が140万円減少し、

支出は140万円増えることによりと申し上げ

ましたが、実際には収入が140万円減少し、支

出は40万円増えることにより影響額が180万

円となるものでございます。訂正してお詫び

申し上げます。 

農業者の所得向上対策についてであります

が、農業者の所得が減少する厳しい状況では

ございますが、所得向上のためには、計画的

に農業機械を導入することで、健全な農地を

守りながら担い手につないでいくことが重要

であり、こうした考えの下、令和6年度では新

たに将来への投資に当たる農業機械をより低

コストで導入するための助成制度を創り支援

するほか、新たな取組では、たまねぎ直播栽

培への支援や園芸施設共済掛金の一部支援、

スマート農業機械の精度を向上させるＲＴＫ

アンテナの設置支援などを行ってまいります。

また、これまで行っておりましたスマート農

業機械の導入支援や高収益作物に対する支援

につきましても継続してまいります。一方で、

農業者の所得向上のため、美唄の特色ある農

産物の認知度や付加価値を向上させる取組と

して、美唄産農産物の展示会や物産展などで

のＰＲのほか、農商工連携や6次産業化など、

農業団体等が行うブランド化、販路拡大に向

けた取組支援を行いながら、美唄産農産物の

魅力につきましても発信してまいります。こ

うした様々な取組により、先人が築き、守り

抜いてきた美唄の農業を持続可能なものとす

るため、今後におきましても、農業者の皆様

の声を聴き、関係機関の方々との協議を行い

ながら必要な支援を行ってまいります。 

●議長谷村知重君 次に移ります。 

13番松山教宗議員。 

●13番松山教宗君 令和6年第1回定例会にお

いて、大綱3点について市長に伺います。 

大綱1点目は、地域公共交通についてであり

ます。 

市長の選挙公約に、市民の暮らしを守る施

策として、家から目的地、目的地から家へ自

由に使える新しい交通の整備が挙げられてお

りました。就任後、初となるこの度の市政執

行方針においては、三つの基本政策を柱とし

て市政運営を行うこととされており、その一

つ目として「市民の暮らしを守ることを最優

先にする」を掲げられ、具体的な施策の一つ

として、ＡＩを活用した、より利用しやすい

新たな交通手段の確保に取り組んでまいりま

すと、地域公共交通に関しましては、選挙公

約をより具体化した執行方針となっているも

のと理解をしております。本市の公共交通施

策は、ここ数年前から始まったものではなく、

大変歴史の古いものと認識しており、美唄市

100年史を紐解いてみると、炭鉱閉山対策とし

て、当時、炭鉱会社から運営していたバス路

線を市が引き継いだとの記載もあったところ

であり、ここ10数年来の動きの中でも、本市

においては、平成22年に地域公共交通総合連
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携計画、平成27年には地域公共交通網形成計

画、令和4年には地域公共交通計画を策定し、

国の法改正や施策に応じた取組を続けてこら

れてきたと認識しており、私自身も市民にと

っての公的な移動手段である地域公共交通の

動向をこれまで注視してきたところでありま

す。現行の地域公共交通計画におきましては、

計画の基本目標の一つとして、ＡＩデマンド

運行を掲げられていたことから、この度、よ

うやく実証運行が行われるとのことで、本市

における新たな交通手段がどのようなものに

なるか、大変期待をしているところでありま

す。 

そこで以下3点について市長に伺います。 

一つに、ＪＲ北海道ダイヤ改正に伴う見直

しについてでありますが、本市の地域公共交

通の役割につきましては、令和5年第4回定例

会において、ご答弁をいただいたところであ

りますが、この中で「広域幹線」はＪＲ函館

本線としておりました。ＪＲ美唄駅は、本市

の地域公共交通の拠点、玄関口であって、市

民バスやタクシーに接続する要所であります。

そこで、「広域幹線」として位置付けられてい

る「ＪＲ」は、現在インバウンド需要の回復

に伴い、茶志内のスノーランドに来られる外

国人も多く美唄駅で見かけられますし、それ

により、美唄・札幌間の特急利用者が増加し

ているように見受けられますが、新型コロナ

ウイルス感染症の前からの利用状況の推移に

ついて伺いたいと思います。 

次に、これまで美唄駅改札口ＩＣカード対

応改札機の導入について、定例会や特別委員

会等で質問をしました。そこで一昨年、2024

年夏頃に岩見沢から旭川駅の全ての駅に導入

するとありました。この度、ＪＲ北海道は前

倒しして、今月16日のダイヤ改正に伴い、Ｉ

Ｃカードエリアの拡大等の見直しを行うとの

ことですが、ダイヤ改正に伴う本市に係る、

それら主な見直し内容についてまず伺います。 

二つに、夜間交通対策支援事業についてで

あります。この夜間交通対策支援事業につき

ましては、令和3年以降、当初、経済部であり

ましたが、市民部に所管が変わりながら、本

市からタクシー事業者へ交渉が行われている

ことは承知をしておりますが、新型コロナウ

イルス感染症が落ち着いてくるとともに、特

に週末において、タクシー事業者の電話がつ

ながりにくいといった問題点があるのも認識

しております。令和6年度においても、前年度

と同程度の事業費となっておりますが、何か

新たな方策等があるのか、予算の考えについ

て、市長に伺います。 

三つに、ＡＩデマンドバスについてであり

ますが、ＡＩデマンドバスにつきましては、

昨年の第4回定例会において、令和6年度の下

期を実証運行開始の目標としているとのご答

弁でしたが、令和6年度予算における本事業の

財源内訳や支出内訳、具体的な実証運行期間

について伺います。 

大綱2点目は、除排雪事業についてでありま

す。 

一つに、北海道への応援要請と地元企業と

の状況についてであります。昨年末に発生し

た豪雪災害についてでありますが、今シーズ

ンは昨年11月の早い段階から降雪があり、積

雪も多く、特に12月23日未明より続いた豪雪

は本市及びその周辺区域を中心に過去に例の

ない記録的な大雪となり、市民生活に多大な



- 36 - 
 

る悪影響をもたらす結果となりました。その

中、災害対策本部や除排雪に従事された現場

の皆様をはじめ、関係する諸団体など、多く

の皆様の迅速な対応、そして昼夜を問わない

作業により、年内での除排雪に目途が立ち、

豪雪による市民生活の影響が長期に渡らず済

みました。改めて深く感謝する次第でありま

す。ここ数年、温暖化の影響や本市特有の地

域性を踏まえると、今後においても、さらな

る豪雪の可能性は非常に高いものと予想され

るところでもあります。そこで、このような

自然現象を踏まえ、今後の効率的な除排雪事

業を展開していく上で、この度の豪雪対応に

ついて、今後に生かすべく、何点か質問をい

たします。 

一つに、この度の豪雪災害において、災害

対策本部を設置し、北海道に応援要請を行い

ましたが、その設置に当たり、どのような基

準や手順、経過により進められ、北海道への

要請に至ったのか。また、地元事業者との協

議など、さらなる協力やその対応の可否につ

いても確認し、進めてきたのか伺います。 

二つに、その際に生じた除排雪経費は市の

負担と聞いておりますが、過去に著しい財政

状況の悪化から、固定資産税をはじめとする

各種公共料金の値上げのほか、市職員給与の

平均15％にも及ぶ大きな負担等による独自削

減を7年もの長い間強いられ、市職員や関係機

関、そして多くの市民の方々に対して多大な

るご苦労とご迷惑をかけたところであります。

財政健全化に向け、多くの努力を積み重ねた

結果、今日に至っているということは忘れて

はならないと私は承知しております。そこで、

歴史的な豪雪であり、対応が大変だったこと

は十分理解ができますが、応援要請に生じる

除雪費用について、現在は北海道にお願いす

ることは現状、ルールにおいて可能であるの

かなどについて、市長に伺います。 

二つに、国への特別交付税措置に向けた要

望活動についてでありますが、本市のような

豪雪地域においては、除排雪費用の根本をな

すべきは国の特別交付税措置であり、これが

重要な役割を果たしています。市民意見の一

つに、昨年の12月23日の正午をもって市に災

害対策本部が設置された段階で、速やかに年

末にでも、国への特別交付税措置の要望活動

をすべきだったと言われる方や、また年末に

専決を行ったことにより、事業者側に安心が

得られて、しっかりと作業に打ち込んでいた

だけることなどを考えると、有効であると思

う半面、市民においても「完全に国から予算

が来たから良いのですね」などと様々な反響

や意見があったのも事実であります。しかし

ながら、急を要する豪雪災害であって、ある

程度現状の除排雪作業を見込みながら、例年

どおり、国への要望活動がされたと推察をし

ますが、1月1日には予想もしない大規模災害

が起こり、特別交付税の措置に影響があるの

ではないかとも心配をしております。そこで、

国への要望活動について、いつ、どのような

タイミングで実施をしてきたのか伺います。 

大綱3点目は、消防行政についてであります。 

一つに、火災予防啓発活動の取組について

であります。ここ数年、高齢化とともに、火

災などが多いと感じている中、昨年12月に市

内において大規模火災が発生し、2人の尊い命

が失われ、とても残念なことでありました。

しかしながら、さらなる延焼に至らず、食い
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止めることができたのは、市消防職員や分団

員の皆様の懸命な現場での消火活動や救命活

動によったものだと考えます。関係者の皆様

に改めて感謝をしたいと思います。消防とは、

火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生

命、身体及び財産を火災から保護するととも

に、火災又は地震等の災害による被害を軽減

し、もって安寧秩序を保持し、社会、公共の

福祉増進にすることとあり、まさにこれがベ

ースであると考えます。市政執行方針には、

一般住宅の査察及び各事業者への立入り検査

を行うとともに、引き続き、幼年消防クラブ

及びジュニア消防クラブの活動を通じて、地

域に根差した防火・防災教育に取り組み、火

災のない、安全安心なまちづくりを推進して

まいりますとあります。改めて、安全安心な

市民生活を送る上で、いつ何時でも起こるか

もしれないと考え、常に予防や啓発活動など、

消防行政を中心に、市民一人一人が意識を持

った取組をしていかなければならないと改め

て考えます。これまで消防行政についても一

般質問をしてきましたが、令和2年第2回定例

会においては、火災予防啓発活動状況につい

て答弁をいただき、3年が経過をしました。こ

れまで火災予防に対し、しっかりと行われて

きていると考えますし、ここ数年、市民の意

識向上のため、工夫した取組を行っているこ

とも承知しております。そこで、このような

状況を踏まえ、改めて火災予防活動の取組に

ついて市長に伺います。 

二つに、消防団についてであります。消防

団員の現状を伺うと、都市部のみや地方部の

みならず、全国的な課題であり、団員の高齢

化、若い世代が入団しないなど、成り手不足

による消防機能の低下など、どうしてもマン

パワーによることが大きい消防活動でありま

すので、非常に懸念がなされております。本

市も例外ではなく、同じく団員減少が進む中、

現状のみならず、次世代を考えると、何らか

の対策は必要不可欠であると承知しておりま

す。その中、「美唄市消防団あり方検討委員会」

が発足し、平成29年には報告書が作成されて

いることも承知をしております。先日、茶志

内分団、中村分団が統合し、第4分団となり、

茶志内が新詰所となり、完成し、運用されて

おります。そこで、美唄市消防団の在り方と

して、現状と今後の分団の再編などについて、

どのように進めていくのか、市長に伺います。 

●市長桜井恒君(登壇) ＪＲダイヤ改正に伴

う見直しについてでありますが、美唄駅の1

日平均乗客数を確認したところ、コロナ禍前

の平成30年度は1,791人、その後、令和3年度

に1,151人まで落ち込み、本年度は2月末現在

で1,308人まで回復してきたところでありま

す。 

次に、ダイヤ改正に伴う本市に関係する見

直しにつきましては、ＪＲ北海道の発表によ

ると、主に2点あり、1点目は、ＩＣカードエ

リアが岩見沢から旭川まで拡大されたことに

伴い、新たに美唄駅、峰延駅、光珠内駅、茶

志内駅においてＩＣカードが利用できること

となり、2点目は、特急「カムイ」「ライラッ

ク」の指定席が拡大するものであります。な

お、特急の自由席往復割引キップであるＳき

っぷについては、ＩＣカード非対応のため、

現状のとおり、券売機及び窓口での購入にな

ると確認しているところであります。 

次に、夜間交通対策事業についてでありま
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すが、全体のおおむね8割を飲食店関係の利用

者が占めており、週末の利用者が多いことか

ら、曜日ごとの補助対象台数等を見直すこと

とし、本年4月からは、金曜日と土曜日を、現

状の2台から2台増車し計4台、現状、深夜2時

までとしている稼働時間につきましては、30

分短縮し、1時30分までとする方向で運行業事

業者と協議を進めているところであります。

また、国においては、ライドシェアや自家用

有償旅客運送制度の拡充など、深刻なタクシ

ードライバー不足を改善するための制度設計

が行われているところであることから、現状

の補助制度による補助金の執行については本

年上半期までとし、下半期以降の補助金の執

行方法については、国によるライドシェア等

の動向を見据えながら、運行事業者等と検討

を続けてまいります。 

次に、ＡＩデマンドバスについてでありま

すが、総事業費4,335万4,000円のうち、総務

省の過疎地域持続的発展支援交付金が2,000

万円、過疎地域持続的発展特別事業債が380

万円、残りの1,955万4,000円を一般財源とし

ております。過疎地域持続的発展支援交付金

につきましては、既に、令和6年1月に申請を

しており、5月中旬に選定・内示、5月下旬に

交付決定といったスケジュールとなっており

ます。支出の内訳については、システムの導

入経費、実証運行経費等として3,254万4,000

円、車両購入に1,080万円としております。 

実証運行の実施時期につきましては、冬期間

の運行状況も把握するため、10月から12月の3

か月を予定しております。 

次に、北海道への応援要請と地元企業の状

況についてでありますが、北海道への応援要

請につきましては、昨年12月22日、23日と連

日、大雪警報が発令され、2日間で107センチ

メートルの降雪があり、積雪深も131メートル

と12月では過去に例を見ない大雪となりまし

たことから、市民の皆様の安全確保や災害の

発生に備えるため、美唄市豪雪対策本部設置

要綱に基づき、12月23日に美唄市豪雪対策本

部を設置し、道路除雪や福祉除雪など対応に

当たったところであります。道路除雪の対応

では、除雪委託業者は降雪に伴い行う夜間の

道路除雪のほか、日中には除雪を行うために

必要となる雪山の排雪や市の排雪補助など連

日に渡り行っている状況であり、美唄市豪雪

対策本部設置時に、美唄建設業協会と今後の

対応について打合せを行ったところ、排雪作

業を行うにはロータリーやショベルなど、重

機を動かす建設会社、雪を運ぶ運送会社、交

通安全を確保する警備会社がいつも一緒に作

業を行っている会社同士ではなく、それぞれ

の会社を緊急で招集した場合には、実施に関

する連絡調整など指揮命令に関して機能しな

いことが想定されるところであり、これ以上

の対応は各社難しいとの意見であったこと、

また、年末が迫っており、市民の皆様が快適

に新年を迎えていただくためには、一刻の猶

予もない状況と判断し、早急に北海道へ除雪

支援の要請をしたところであります。北海道

への要請から2日目には作業が開始され、市の

直営作業や除雪委託業者による総力を挙げた

取組によって、年末までに一定程度の道路網

が確保されたものと考えております。 

また、北海道の応援除雪については、北海

道の道路除雪を行っている委託業者の手配と

北海道で所有している除雪機械の貸与がルー
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ル化されていることから、除雪費用に関する

要望は行っていないところであります。 

次に、国への特別交付税措置に向けた要望

活動についてでありますが、除排雪経費につ

いては、一部、普通交付税において措置され

るほか、特別交付税においては、ルール分と

して3月交付分で算定されており、除排雪対策

経費を補正する場合は、特別交付税を財源と

して予算計上しているところです。特別交付

税により措置される除排雪経費の配分額は、

内訳が示されないため把握できないところで

ありますが、配分額の算定に当たっては、国

への基礎数値報告における調査時点での支払

額及び支払予定額と過年度の決算額を基に年

間の経費を見込んだ上で、決定されているも

のと考えております。このことから、本年度

における調査には、当然ながら昨年12月27日

付け専決処分により増額補正した、北海道に

よる応援経費を含む3億2,000万円の除排雪経

費を加えて報告しているところであります。

また、国に対しましては、厳しい財政状況に

ある中、本市が除排雪経費を補正するに至っ

た経過などを丁寧に説明し、理解を求める必

要性があるとの判断から、幹線道路等の一定

の通行確保が図られ、本年1月9日をもって豪

雪対策本部が廃止されたことを受け、同月23

日に総務省に出向き、自治財政局長をはじめ、

自治財政局の幹部の皆様にお会いし、令和5

年度における特別交付税措置に関し、要望を

行ったところであります。いずれにしまして

も、持続可能な財政運営に当たっては、財源

の有効活用と歳入確保が極めて重要であるこ

とから、今後とも、国や道の補助制度につい

ては、的確な情報収集と関係省庁への要望等、

適切な対応に努め、財源確保に万全を期して

まいります。 

次に、火災予防啓発活動の取組についてで

ありますが、本市では、これまでも火災予防

対策として、広報紙やホームページを活用し

た情報発信をはじめ、事業所の立入検査及び

避難訓練の指導のほか、春と秋の火災予防運

動期間中には、消防職員と消防団員による一

般住宅や単身高齢者世帯への査察の実施など、

市内全域に渡り火災予防啓発活動を実施して

いるところであります。また、火災予防運動

期間中には、市内の商業施設の駐車場におい

て街頭防火宣伝を実施し、消火器の取扱訓練

や住宅用火災警報器の設置の重要性を呼びか

けました。さらには、10年以上経過した住宅

用火災警報器を積極的に更新するようＰＲ活

動を実施するとともに、防火宣伝物品を配布

し、防火思想の普及啓発を行っているところ

であります。消防の使命は、市民生活の安全・

安心を確保することであります。火災を未然

に防ぐためには、市民一人一人の防火意識を

高めることが重要と考えております。今後も

イベント開催や住宅用火災警報器の設置促進

など、様々な火災予防に関する取組を通じて、

市民の防火意識の向上に努めてまいります。 

次に消防団についてでありますが、令和5

年12月末日現在で、団員数が181人となり、条

例定数から見て54人の減となっております。

こうした中、消防団の活動につきましては、

火災のほか、自然災害や行方不明者の捜索な

ど、活動が多岐に渡っているところでありま

す。また、昨年12月の大規模な建物火災にお

いて、全分団が出動し対応していただいたこ

とからも、一定の消防団員の確保は必要と考
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えております。しかしながら、少子高齢化、

人口減少の社会情勢の中、本市においても、

消防団の成り手不足が課題となっていること

から、「美唄市消防団あり方検討委員会」を立

ち上げ、平成29年に報告書を作成したところ

であります。その報告書において、消防団の

将来を見据え、消防団員数や管轄区域の見直

しを行い、美唄市全域を四つの管区に振り分

け、消防団組織を管区ごとに、第1分団から第

4分団の組織体制としております。さらに、再

編の時期については、段階的に分団詰所の更

新時期に合わせて、管区ごとに進めていくこ

ととしているため、この度、昭和52年に建設

された茶志内分団詰所の更新に合わせて、令

和5年4月に第4管区の中村分団、茶志内分団を

統合して第4分団を発足させ、茶志内分団詰所

跡地に新たな第4分団詰所を建設し、消防車2

台体制で運用を開始したところであります。

また、今後の分団の再編についてであります

が、計画では、令和10年に第2管区の旭分団、

東明分団、南美唄分団の統合を予定している

ところであり、各地域の人口減少や各消防分

団の人員、組織体制の状況を踏まえ、再編を

進めてまいりたいと考えております。 

●13番松山教宗君 まず、地域公共交通につ

いてでありますけれども、ご答弁いただきま

した夜間交通対策支援事業において、上半期

のみ、まずはタクシーを進めると、そこはし

っかりとライドシェア等の動向を注視しなが

ら進めていただき、より効率的な、安全安心

に利用していただけるよう、下半期に向け、

関係団体等と協力しながら新たなものを進め

ていただければと考えております。 

そこでまず1点目でありますけれども、ＡＩ

デマンドバスの財源内訳についてご答弁があ

りましたが、総事業費のおおむね5割が総務省

からの交付金となっております。現時点では、

総務省へ申請中とのことでありますが、採択

されないことはないと考えますけれども、申

請どおりの額が100％来るものなのか。仮に事

業が採択されなかったことも予想した場合、

どのように予算執行を考えていくのかについ

て確認のため、質問したいと思っております。 

2点目でありますけれども、除排雪事業につ

いてでありますが、今後の降雪災害対策本部

など設置される場合においては、建設業界を

はじめ、除排雪に従事する各事業団体等、顔

が見える現場の声として、また、状況把握や

対応など、よりスムーズで効率的な作業が進

むよう、担当者が本部に参加してもらうこと

が有効な対策の一つではないかと考えますの

で、その件についてまず伺いますとともに、

現在の雪捨場の場所が進徳にある1か所であ

ります。大雪の場合はダンプなどが集中し、

国道が二次災害と言うのでしょうか、大渋滞

に陥りました。道路もまた狭くなり、当然凸

凹となりますので、除排雪作業にも時間がか

かってしまいます。さらに、高速道路の通行

止めなどがあればさらに渋滞が生じて、除排

雪作業も市民の生活も非効率な状態となりま

すので、今後、ダンプ等の侵入ルートを分散

することや、新たにかつて西側に雪捨場があ

りましたけれども、例えば西側に雪捨場を確

保して、リスク分散を図り、効率的な、安全

安心な除排雪、スムーズな作業を進めること

が、今後の除雪作業充実化を進めるべきこと

につながっていくと考えますので、その点に

ついても市長に考え方を伺いたい。 
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3点目でありますけれども、消防行政につい

てでありますが、まず、火災予防啓発活動に

ついて、市民の意識向上に努めていくという

ことでありますが、そのために新しい取組と

して、現在どのような活動をし、また、その

効果、成果を得ているのか。また、重ねてで

ありますけれど、火災予防活動に対する課題

についても検証していると思われますので、

その点について伺いたいと思います。 

4点目は同じく消防行政でありますが、消防

団についてであります。ご答弁いただきまし

た再編については、あり方検討委員会の報告

どおり現在は進んでいることを改めて理解さ

せていただきました。しかしながら、団員不

足、成り手不足がすごく大変な問題だという

ことを改めて感じる次第でありますし、今後

の在り方を考えると、非常に厳しいと受け止

めました。先般、報道番組を見ていると、道

内の消防団の特番でありました。そこでは消

防団の在り方の一つとして、自治体に居住し

ている外国人が年々増加をしているそうであ

ります。その方々に地域貢献や地域住民と顔

の見える関係性を構築してもらう面があった

り、そして、これから外国人が多く住まれる

ことを見込み、その方々への日本の火災予防

意識の向上や、あるいは務めている就労先で

火災があることも考えられますので、そうい

った意味での火災予防活動も含めて、外国人

の受入れ態勢を整えるなど、一つの取組とし

て、消防団に入団をしていただき、消火活動

には限りはあるそうでありますけど、いざと

いうときのためにも数名活躍されているとあ

りました。これは今後考えたときに、一つの

考え方として必要なのかと考えます。早急に

答えを出すことは難しいということも理解し

ておりますけれども、今後の考え方について

伺いたいと思います。 

併せて、現状の団員や入団してもらうため

の利点、サポートとして、消防車も今後、小

型化と進むようでありますけれども、現実問

題として大型を運転することもあります。そ

こで現在、経済部で取り組んでいる事例もあ

りますが、大型自動車免許取得の費用の助成

がありますけれども、それを消防団の応援と

して、団員の方に取っていただくとか、新た

に入団をされる方には特典というわけであり

ませんけれども、運転する場合もありますの

で取っていただくっていうことも必要である

と考えますし、また、応援団の店を増やして

いくということも聞いておりますけれども現

状どうなっているのか。併せて団員獲得のた

めに、こういった考え方もあるのではないか。

市長に現在どう考えているか伺いたいと思い

ます。 

●市長桜井恒君 答弁の前に、1点訂正させて

いただきます。先ほど除雪事業に関して、答

弁の際に12月22日、23日の時点での積雪深131

メートルと申してしまいました。131センチメ

ートルの間違いでございます。申し訳ありま

せんでした。 

改めまして、松山議員の質問にお答えさせ

ていただきます。 

まずは、ＡＩデマンドバスの予算執行の考

え方についてでありますが、総務省からの交

付金が結果的に採択されないことも考えられ

ますが、その場合でも、一般財源等を活用し

て、予定どおりの事業内容及びスケジュール

で事業を進めてまいります。 
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次に、災害対策本部が設置された場合の対

応についてでありますが、「美唄市豪雪対策本

部設置要綱」において、その構成員は関係職

員としており、この度は、美唄市豪雪対策マ

ニュアルに沿った体制により業務を行ったと

ころであり、その業務の一部である関係機関

との相互連絡を美唄建設業協会と行ったとこ

ろであります。近年は、地球温暖化に係わる

異常気象など多くの災害が各地で発生してお

ります。今後、本市を襲う災害に対応するた

めには、関係機関との相互連携は大変重要で

ありますので、その災害に応じた連携や体制

の強化に努めたいと考えております。また、

雪捨場までの渋滞対策の必要性についてであ

りますが、国道の渋滞は悪天候による高速道

路の通行止めと、大雪の影響により、片側2

車線の確保ができていなかったことから、発

生していたと認識しております。渋滞を緩和

させるための新たなルートでの道路建設は事

業費が多額になると想定されます。今後、新

たな雪捨場の配置において、市の排雪ダンプ

が国道を利用しないで済むよう、検討したい

と考えております。 

次に、火災予防啓発活動の新しい取組につ

いてでありますが、火災予防啓発活動の新し

い取組としましては、少子高齢化が進展する

中、将来の防火防災の担い手を育成すること

を目的として、令和4年にジュニア消防クラブ

を発足し活動を行っているところであります。

活動内容につきましては、消防体験訓練や避

難所宿泊体験訓練など、年6回の活動を実施し

ているところであります。また、幼年消防ク

ラブ員及び市民の防火意識をより高めていた

だくための取組として、秋の火災予防運動期

間中に、美唄駅のコスモス通りに幼年消防ク

ラブ員が描いた消防車の絵を展示していると

ころであります。 

次に、これらの取組の効果でありますが、

ジュニア消防クラブ員や幼年消防クラブ員、

更には父兄の方々から、「防火防災の大切さを

改めて認識した」「子どもたちが消防士の仕事

に触れ、消防への関心が高まった」との評価

をいただいているところであります。さらに

は、市民の皆様から「子どもたちの描いた消

防車の絵を見て、火災予防への意識が高まっ

た」「火災予防は家族みんなで取り組むべきも

のだと感じた」といった声も寄せられている

ところであり、一定の効果が得られているも

のと考えております。今後もこれらの活動を

継続しながら、美唄市の将来を担う子どもた

ちの防火思想の向上に取り組むとともに、よ

り効果的な火災予防啓発活動に取り組んでま

いります。 

次に、火災予防に対する課題でありますが、

令和3年の全国の住宅火災による死者数の約7

割が高齢者であります。本市においても、過

去5年間の住宅火災による死者数の約7割が高

齢者となっているところであります。今後、

さらなる高齢化の進展が見込まれる中、住宅

火災による高齢者の死者数の低減を図る対応

策が課題となっているところであります。本

市といたしましては、これまでも単身高齢者

世帯を含む全世帯の査察を実施しているとこ

ろであります。今後も引き続き、住宅用火災

警報器の設置や維持管理の重要性をお伝えし、

住宅火災による死者の発生を減少させるため、

火災予防に取り組んでまいります。いずれに

いたしましても、市民一人一人が火災予防に
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積極的に取り組む意識を高め、市内各事業所

や幼年消防クラブ及びジュニア消防クラブな

ど、市民協働による火災予防対策を推進し、

火災のない安全・安心のまちづくりに取り組

んでまいります。 

次に、外国人の住民も含めた消防団員確保

の取組についてでありますが、新たな取組と

して、昨年度から「消防団応援の店」の募集

を行い、現在、美唄市内において四つの店舗・

企業の登録をいただいているところでありま

す。この制度は、消防団の活動に対してサポ

ートしていただける企業等を募集し、消防団

員の皆様やご家族が施設利用の割引などの優

遇を受けられる取組であります。引き続き、

消防団員の確保や活性化のため、美唄市内の

店舗・企業の皆様に本制度の周知を進めてま

いりたいと考えているところであります。 

次に、消防団員への外国人の方の入団につ

いてでありますが、北海道内においても取り

組んでいる地域はございます。国の見解によ

り、外国人の消防団活動については、公権力

行使の制限があることから、今後の国の動向

や他市の状況を調査してまいります。 

次に、消防団員への大型自動車運転免許取

得費用の助成についてでありますが、本市の

消防分団の車両につきましては、中型自動車

運転免許、準中型自動車運転免許で運転可能

な車両を配置しており、9割の消防団員の方が

運転可能な状況にありますが、今後の消防団

員の状況や他市の取組も参考にしながら検討

してまいりたいと考えております。市といた

しましては、引き続き「消防団員の処遇改善」

や「消防団応援の店」の普及などの取組を継

続して行うとともに、新たに、令和6年度には

光珠内分団車や全団員への活動服を更新する

予算を計上しており、美唄市消防団が将来に

おいて、十分な活動ができる環境を作り、地

域住民の安全・安心確保の中核となる消防団

体制の強化に努めてまいります。 

●議長谷村知重君 一般質問中でありますが、

午前11時5分まで休憩といたします。 

 

午前10時57分 休憩 

午前11時05分 開議 

 

●議長谷村知重君 休憩前に引き続き会議を

開きます。一般質問を続けます。 

9番山上他美夫議員。 

●9番山上他美夫議員 令和6年第1回定例会

において、大綱1点、中心市街地について、市

長にお伺いいたします。 

国立社会保障人口問題研究所が昨年12月に

発表しました26年後の2050年の人口推計では、

美唄市の人口は8,625人と推定されておりま

す。また、人口減少率においても、空知管内

で美唄市は5番目に高く、57.7％の減少となっ

ており、さらに65歳以上の割合も58.4％と高

齢者の割合は非常に高くなっていると推計さ

れているところでございます。人口の減少を

いかに食い止めるかについては、国土交通省

が魅力あるまちづくりのために、地方経済の

活性化とまちなかの再生についての指針を示

しておりますが、その中で、住民にとって暮

らしやすい様々な都市機能がコンパクトに集

積し、アクセスしやすい、歩いて暮らせるま

ちづくりを推進することとして、中心市街地

の再生と賑わいの創出を課題としております。

これら国土交通省の指針に照らしてみますと、
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現在の美唄市中心市街地の現状は甚だ残念な

状況でありまして、まちなかを再生すること

は、美唄市が人口減少に歯止めをかける最後

のチャンスであると思っております。人口減

少と高齢化、生産年齢人口の減少にもつなが

りまして、企業にとっては、労働者、バス、

タクシー運転士の不足や介護士不足、そして

今現在も深刻化していますが、今後において

は、さらに深刻さが増し、高齢者としても住

みづらいまちになると思われます。このよう

な状況の中で、近隣市町村のまちなか再生を

調べてみますと、お隣の砂川市がＪＲ砂川駅

と砂川市立病院の中間地点となる国道沿いに

約12億円をかけて、総面積1,500坪程度のまち

なかの魅力を高め、賑わいを創出する施設整

備の取組を進めております。また、滝川市に

おいても、5年後を目標にしたＪＲ滝川駅周辺

の三つの空きビルを活用し、市民が豊かな生

活シーンを創出する空間の形成を目指した事

業構想を発表しております。現在の美唄市中

心街は、賑わいを創出する施設やコンベンシ

ョン機能を持つ施設はほぼ皆無でありまして、

空地や空家も目立つ現状では、残念ながら活

気や賑わいを求めることは難しく、早急な中

心街の再開発計画を構築する必要があると考

えております。今の美唄市では、対外的な公

式行事や会議、展示会を開催する場合でも、

コンベンション機能を有した施設は、市民会

館やピパオイの里プラザ、総合福祉センター

ぽぷらしかなく、美唄市内で公式行事を開催

しようとする場合には、甚だ肩身の狭い思い

を感じながら開催している状況でありますが、

当市にとって、まちなかの魅力を高め、賑わ

いを創出する施設を整備することは早急な課

題であると考えております。今の美唄市の中

心街にはコンベンション機能を有した公共施

設が必要であると申し上げましたが、もしス

エヒロと同程度の施設を新設するようとする

場合には、建設関係者の話では13億円近い建

設費がかかると話をされました。私は、これ

までにも中心市街地の再開発について何度か

質問を行い、特に令和2年3月に営業を停止し

たホテルスエヒロの利活用について提案をし

てまいりましたが、未だに美唄市の具体的な

対応策が見えてこない現状であります。中心

街の再開発やコンベンション施設の充実のた

めには、市中心部に位置するホテルスエヒロ

を活用することが最善であり、かつ効率的で

あって魅力のあるまちなかを作るための第一

歩であると考えております。市長は就任され

てから8か月が過ぎましたが、そもそも中心市

街地の再生に関して、市長はこれまでどのよ

うに考えてこられたのか。市は、令和4年度に

経済部が主体となったまちなか再生市民委員

会を立ち上げておりまして、さらには、昨年9

月の同僚議員の中心市街地活性化の質問に対

して、市長は次のように答弁されておられま

す。令和4年度において「専門的知見を要する

民間団体の指導により、まちなか再生会議を

実施し、その中には市や商工会議所、商店街

組織、それから関係団体からも会議に参加し

た中で、中心市街地における現状等について

情報を共有してきたところであります。今後、

市としましては、都市整備部と経済部が連携

して設置した中心市街地再生構想策定委員会

の中で、商工会議所や商店街組織を通じて、

地元商業者の意向を確認し、中心市街地活性

化基本計画の策定も含めた今後の進め方を協
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議してまいります。」と答弁されておられます。

以上を鑑みて、3点市長にお伺いいたします。 

まず1点目として、ホテルスエヒロについて、

市は何らかの対応策を考えておられるのか。

また、スエヒロの今後の在り方について、所

有者との情報交換はしておられるのか。情報

交換をしていないのであれば、当事者と話し

合うお考えがあるのかについてお伺いいたし

ます。 

2点目として、令和4年度の取組を踏まえた

令和5年度における「まちなか再生支援会議」

や「中心市街地再生構想策定委員会」の今年

度の具体的な作業経過についてお伺いします。

特に昨年9月の定例会において、2人の同僚議

員からの中心市街地の再生に関する質問では、

市長は「今年度中に市民検討委員会を立ち上

げ、協議に入る」と答弁されておられます。

この答弁を踏まえて、本年3月に至るまでの間、

どのような構成、メンバーで何回会議を開催

して、どのような検討を行い、どのような方

向性を導いたのか市長にお伺いいたします。 

3点目として、令和6年度予算では「中心市

街地元気創出事業」として、前年度より800

万円多い2,934万3,000円が計上されています

が、市長は、どのような「中心街市街地活性

化基本計画」の青写真・構想を描かれている

のか、お尋ねしたいと思います。 

●市長桜井恒君(登壇) ホテルスエヒロの利

活用についてでありますが、令和2年3月の休

業以降、所有者と2回ほど意見交換をしてまい

りました。ホテル側の意向といたしましては、

ホテルとしての再開は考えておらず、建物等

の市への譲渡も考えているとの内容であり、

今後におきましても譲渡に係る打診の際には、

活用方法も含めて慎重に対応してまいりたい

と考えております。市といたしましても、市

内中心部のコンベンションセンター的役割を

担ってきたホテルスエヒロの再開のめどが立

たないことに対しましては、残念に思うのと

同時に、今後の中心市街地の活性化策を関係

団体等と連携しながら見出していかなければ

ならないと考えているところであります。 

次に、「まちなか再生支援会議」の経過につ

いてでありますが、令和4年度に実施した「ま

ちなか再生支援会議」において、人口減少の

中でも中心市街地を活性化させる方策につい

て、専門的知見からご意見をいただいたほか、

商工会議所や関係団体などと情報交換を行っ

てきたところであります。こうした経緯を踏

まえ、令和5年度において、中心市街地活性化

に関連する検討組織を立ち上げる予定であり

ましたが、内部での協議や関係団体からのご

意見等を踏まえ、令和6年度に着手を予定して

いる「中心市街地活性化基本計画」を見据え

た検討組織の立ち上げが望ましいとの結論に

至り、令和5年度での組織立ち上げを見送った

ところであります。なお、中心市街地再生に

係る民間事業の動向等の情報収集のため、商

工会議所を通じて照会を行ったほか、現在、

市ホームページで広く情報提供を求めるアン

ケート調査を実施しているところであります。 

次に、「中心市街地活性化基本計画」につい

てでありますが、令和6年度に「中心市街地活

性化基本計画」策定に着手するため、「地域力

創造アドバイザー」や地域おこし協力隊制度

などを活用し、これまでいただいたご意見等

のブラッシュアップを行うとともに、計画策

定に向けましては、商工会議所や関係団体な
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どとの検討組織の立上げや協議のほか、立地

適正化計画において進めている市立美唄病院

の建替えや旧美工跡地での公営住宅建替基本

構想などと一体的な検討が必要であり、「まち

なか再生支援会議」でいただいた提案を基礎

資料としながら、人々がまちなかに滞留する

ような仕組みづくりなど、中心市街地の再生

と活性化の方向性を見出してまいります。 

●9番山上他美夫議員 まず、ホテルスエヒロ

の利活用でありますが、ホテルスエヒロは旧

耐震基準の建物でありまして、老朽化が著し

く進行している点を考慮しますと、この建物

の利活用は難しいと思いますが、しかし、同

程度の施設を新しく建設する場合には、13億

円ほどかかるそうなので、現施設を改修した

ほうがコストは安く抑えられるという意見を

聞くところでございます。もしホテルスエヒ

ロがこのまま放置された場合には、3年前に市

が撤去した旧空知理容美容専門学校と同様に、

行政代執行による市の多額での負担で解体に

なる可能性が強いものと考えております。私

は単にスエヒロの再活用を点で考えるのでは

なく、中心市街地のそれぞれの施設や機能が

面的に連携し、結びついた中心市街地にする

ことこそ、市民生活の利便性が向上し、まち

の魅力が生まれてくるものであって、ホテル

スエヒロをコンベンション機能を持った市の

施設として再活用し、そして中心街が魅力あ

る場所となるような利活用を望むところであ

ります。ホテルスエヒロを利活用するかどう

かについては、早急に地権者との協議を行い、

その後、市役所内の関係部局や庁外の関係機

関、一般市民などと広く合意形成を図りなが

ら、まちづくりを進めていただきたいと思い

ますが、市長はコンベンション機能を持った

施設の必要性について、どのように考えてお

られるのか、お伺いいたします。 

次に、中心市街地再生に関わる民間事業の

動向等の情報収集のためとしたアンケートを

市のホームページで実施しているとの答弁が

ありましたので、ホームページでアンケート

を確認いたしました。昨年の12月19日からア

ンケートを開始したような状況を見ますが、

アンケートは市のホームページだけで行って

いるのでしょうか。それとも、事業者や市民

にも募集をかけているのでしょうか。もし、

市のホームページだけの案内であれば、これ

は市民に届かない、またアンケートの数が少

ない、そういうような結果になると思います

が、事業者や市民からアンケートの回答はあ

ったのかについてもお答え願いたいと思いま

す。 

次に、令和6年度予算案の中で、地域力創造

アドバイザーの採用により予算が増えたこと

は理解いたしました。地域力創造アドバイザ

ーとは、総務省が管轄する地域人材ネットに

登録されたアドバイザーであり、経費は特別

交付税措置の算定対象となっていることが分

かりましたので、これまでに積み重ねてきた

アイデアや情報をより良いものに磨き上げ、

市民に喜ばれる中心市街地ができることを期

待しますが、地域力創造アドバイザーの助言

が美唄市の未来にとって素晴らしいものにな

るよう、寄与していただきたいと思いますが、

お考えがあればお伺いしたいと思います。 

●市長桜井恒君 ホテルスエヒロの利活用に

ついてでありますが、市内西側中心部にある

ホテルスエヒロが担ってきた役割につきまし
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ては、中心市街地活性化に大きな経済効果が

あったものと認識しておりますが、今後、中

心市街地活性化基本計画を策定していく中で、

所有者の意向を踏まえながら、あらゆる手

段・方法を検討し、関係団体等とも協議を重

ねながら進めてまいります。 

次に、アンケート調査についてであります

が、中心市街地活性化基本計画の策定には民

間による投資事業が中心となることから、商

工会議所からの情報収集や意見交換後、昨年

12月19日から市のホームページでアンケート

調査を実施しているところであります。現在

までの回答件数につきましては、計画策定に

対して協力する内容のものが1件で、民間投資

による具体的な事業の情報についてはないと

ころであります。このアンケート調査につき

ましては、周知不足により回答数が少ないこ

とが考えられることから、ホームページだけ

ではなく、広報紙メロディーやＳＮＳの活用

など、広く企業や市民への周知に努めてまい

ります。また、「まちなか再生支援会議」から

受けた提案の活用を今後の基礎資料としなが

らも、計画策定には商店街組織や事業者の皆

様方をはじめとする関係団体等のご理解とご

協力が不可欠であると考えておりますので、

今後、設置を予定している検討組織の中で協

議を深めてまいります。 

次に、地域力創造アドバイザーの活用につ

いてでありますが、地域おこし協力隊の制度

とは違いまして、この地域力創造アドバイザ

ーにつきましては、3年の任期ですとか、大都

市圏からの流入といったような規制はござい

ません。つきましては、市民もなることがで

きる役職でございます。そういった方の知見、

さらには労力を活用しながら、地域力創造ア

ドバイザーにしっかり働いてもらうことによ

って、「中心市街地活性化計画」が美唄市の中

心部の活性化に寄与するものになるよう対応

してまいりたいと考えております。 

●9番山上他美夫議員 ホテルスエヒロは中

心市街地に空きビルとして放置されたままで

あり、最初の質問で申し上げたとおり、この

まま放置すれば、最終的には市が費用を負担

して解体を行うことになると想像できるとこ

ろであります。市長は早急に所有者と話合い、

ホテルスエヒロの方向性について、どのよう

に対処していくべきかの結論を出すべきであ

ると考えております。答弁では、関係団体と

協議を重ねながら進めていくと回答されまし

たが、私は市長としての確固たる方針を打ち

出してから、関係団体と協議をしていくのが

市長の役目ではないかと考えている次第であ

ります。中心街に位置するホテルスエヒロが

いつまでも空き家のままで放置されるのか、

それとも中心街として市民が集いやすく、暮

らしやすく、便利で賑わいのある場所に変え

ていくのか、改めて市長のお考えをお尋ねい

たします。 

次に、「中心市街地活性化基本計画」のアン

ケートについてでありますが、市民からの回

答はまだ1件しかないとのお答えであります

が、アンケートは昨年の12月から開始し、約3

か月近くが経過しています。市のホームペー

ジに掲載されたアンケートを見る限り、広報

紙メロディーやその他のアンケートでのお知

らせ案内はなく、市民の誰がこのアンケート

にたどり着くのか、甚だ疑問であり、ただ形

式上のアンケート調査であったとの印象を深
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く感じるところであります。ご答弁では「今

後ホームページだけでなく、広報紙メロディ

ーやＳＮＳを活用し、広く市民への周知に努

めていく」とのお答えでありましたので、ど

うぞよろしくお願いいたします。アンケート

については意見に留めさせていただきますが、

ホテルスエヒロについての市長のお考えを再

度お尋ね申し上げます。 

●市長桜井恒君 ホテルスエヒロの方向性に

ついてでありますが、所有者の意向を確認し

ない中での施設の利活用について、市として

方針を打ち出すことは拙速であると考えてお

りますことから、繰り返しになりますが、「中

心市街地活性化基本計画」を策定していく中

で、まずは所有者の意向を踏まえながら、あ

らゆる手段・手法を検討し、関係団体等とも

協議を重ねながら進めてまいります。 

また、アンケート調査についてであります

が、「中心市街地活性化基本計画」の策定は民

間による投資事業が中心となることから、商

工会議所からの情報収集や意見交換後にアン

ケート調査を行わせていただいております。

今後も商工会議所と連携しながら、民間投資

の計画、市民や事業者の受入れ、そういった、

提案があるかないかの状況を見ながら、アン

ケート調査につきまして、さらに周知を図っ

てまいりたいと考えております。 

●議長谷村知重君 次に移ります。 

1番永森峰生議員。 

●1番永森峰生議員 令和6年第1回市議会定

例会一般質問、大綱3件について、質問いたし

ます。 

1件目は、市政執行方針についてであります。 

はじめに、移住・定住の取組についてであ

ります。これまでも、移住相談会等において、

美唄の魅力をＰＲし、移住者交流会や移住体

験ツアーを実施しているとし、令和6年度から

は、移住コーディネーターを配置し、相談・

受入れ態勢の強化を図るとしているが、相

談・受入れ態勢の強化とは、具体的にどのよ

うなことをするのか伺います。 

また、新聞報道で、空知管内の転出入超過

数が掲載された記事の中では、南幌町や長沼

町などが転入超過となったとし、要因として

は、子育て世代への支援の充実を掲げており

ました。本市においても、小中学校の給食費

の無償化や高校生までの医療費の無償化など

には取り組んでおり、市長の公約等で掲げて

いる小学校1年生からのコンピュータ教育の

推進・習い事や塾の一部助成・保育環境の整

備・3歳未満児の保育料の無償化・全ての園児

の給食費の無償化・1年を通じて安全に遊べる

公園や屋内遊戯場の整備をはじめ住宅等の購

入助成の拡充などについて、子育て世代をタ

ーゲットにＰＲをしていくことが効果的と考

えますが、市長の見解を伺います。 

次に、商工業振興についてであります。中

心市街地の活性化を図るため、地域力創造ア

ドバイザーや地域おこし協力隊を配置し、中

心市街地の活性化に関する法律に基づく「中

心市街地活性化基本計画」の策定に官民一体

で取り組むとしています。駅の西側の中心市

街地においては、これまで「コアびばい」を

中心として繰り広げられてきた経過があり、

今後も必要な施設と考えております。「コアび

ばい」については、老朽化が著しいと聞いて

おります。中心市街地の活性化を進めるに当

たって、この問題は避けて通れない課題であ
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り、それこそ官民一体となって対応しなけれ

ばならないと考えていますが、現状について

どのように認識し、課題整理していくのかを

伺うとともに、私としては、存続に当たって

は行政の支援が必要であると考えていますが、

このような考え方も盛り込んだ基本計画を期

待しております。市長の見解について伺いま

す。 

大綱2件目は、子ども行政についてでありま

すが、子どもの権利条例の制定についてであ

ります。 

私は、令和5年第2回市議会定例会一般質問

において、「子どもの権利条例」制定について

の必要性について質問をしていたところです

が、答弁では、国においては「こども家庭庁」

が設立され、「子どもの視点に立って意見を聴

き」「子どもにとって一番の利益を考え」「子

どもと家庭の、福祉や健康の向上を支援し」

「子どもの権利を守るため」強力なリーダー

シップを持って取り組んでいくとしているこ

とから、子どもの視点、子育て当事者の視点

に立った政策が重要であり、そのためにも、

「子どもの権利を保障する条例」の制定は重

要であると認識しているとし、本市において

は、子どもの権利を保障し、子どもを誰一人

取り残さず、健やかな成長を社会全体で後押

しし、これらの施策を推進するとともに、他

自治体の動向に注視しながら制定について、

調査・研究し、検討していくとしていました。

しかし、残念ながら、令和6年第1回定例会で

は上程されておりません。条例の必要性や重

要性について、理解しているにも関わらず、

制定に踏み切れないのはなぜなのか伺うとと

もに、道内の他自治体の現状・動向はどうな

っているのか、また、本市においては、どの

ような課題を抱え抱えているのかを伺います。 

大綱3点目は、教育行政についてであります。 

はじめに、教員の働く環境の改善に向けた

取組の充実・拡充についてであります。私は

令和5年第3回定例会一般質問において、教員

の長時間労働の実態と併せて教員業務支援員

及び学習指導員の拡充について質問しました。

答弁では、教員の長時間労働の縮減を図るた

めには、教員業務支援員や学習指導員の拡充

は大変効果的であるとし、北海道教育委員会

と連携し、必要な対策に努めるとのことでし

たが、そのような中、新聞報道で北海道の教

育予算について掲載があり、教員の働き方改

革関連予算については、前年度より約2億円増

額し、ＩＣＴ教育推進に重点を置いたとし、

新規事業として、副校長や教頭の負担軽減の

ため、業務を補助するマネジメント支援員の

配置に3,000万円や、ＩＣＴを活用して授業改

善や業務効率化を促す事業に2,900万円など

を計上したとしておりました。本市は、これ

ら北海道教育委員会の教員負担軽減の政策を

受け、令和6年度において、教員の働く環境の

改善に向けて、充実・拡充した事業の内容等

について、また効果について伺います。 

次に、幼児教育の充実についてであります

が、教育行政執行方針の中で、子どもたちが

円滑に小学校生活を始められるよう、幼稚園

や保育園等、小学校と交流・連携を深めると

しているが、具体的にどのような事業・活動

を予定しているのか。また、旧栄幼稚園を子

どもたちの活動の場、幼稚園教諭や保育士を

目指す学生が学ぶ場として活用するとしてい

ますが、具体的にどのような事業・活動を予



- 50 - 
 

定し、予算額はいくら計上しているのか伺い

ます。 

●桜井恒君(登壇) 移住・定住の取組につい

てでありますが、はじめに、相談・受入れ態

勢の強化につきましては、これまで移住・定

住を担当する地域おこし協力隊を配置し、移

住相談や移住を希望する方に対する市内案内

等を行ってまいりましたが、令和6年度におい

ては、新たに移住専任職員として移住コーデ

ィネーターを配置することとしてあります。

移住コーディネーターは、地域おこし協力隊

のように都市部からの移住要件や3年間とい

った任期限はなく、市民でも任用することが

できるものであります。移住コーディネータ

ーの配置により、移住希望者一人一人のニー

ズに沿った相談対応や、各地域の特性や魅力

に応じた仕事・住まいなどの様々な情報提供

と移住実現に向けたサポートを行ってまいり

ます。また、首都圏における北海道暮らしを

希望する方の情報収集や情報発信を強化する

ため、新たに日本最大の移住相談センター「認

定ＮＰＯ法人ふるさと回帰支援センター」の

会員となり、美唄市をＰＲするチャンネルの

拡大を図ってまいります。 

次に、子育て世代をターゲットとしたＰＲ

につきましては、市政執行方針でも述べさせ

ていただいたように、移住・定住施策の基本

として「美唄に住みたい」「美唄に住み続けた

い」と思ってもらえるよう魅力的なまちづく

りを進めていくほか、さらに将来の人口を確

保するためにも、特に子育て世代の移住・定

住に力を入れていかなければならないと考え

ております。そのためには、経済的な支援だ

けではなく、子育てしやすい労働環境や魅力

的な教育環境の充実を図ることが大変重要で

あると認識しております。本市においては、

小学校における農業体験学習を始めとした特

徴ある教育や、子育て世代の妊娠・出産・育

児に関する相談や情報提供をワンストップで

行う「美唄市子育て世代包括支援センター」

の設置、給食費の無償化や高校生までの子ど

も医療費助成などの経済的支援といった様々

な取組を1冊のパンフレットにまとめている

ところであり、移住相談窓口やホームページ

で公開しているほか、移住相談会において配

布しているところであります。また、私の公

約に掲げている屋内遊戯場の整備につきまし

ても、市内外の子育て世代の方々にとって大

きな魅力の一つになるのではないかと考えて

いるところであります。今後におきましては、

今年度実施した「第3期美唄市子ども・子育て

支援事業計画」の策定に伴うニーズ調査及び

子どもの生活実態調査の結果を基に、子育て

支援制度の充実を図っていくほか、就職や結

婚、住宅の購入などのライフイベントのタイ

ミングに転居を検討している方や北海道移住

を検討している方に「美唄暮らし」の魅力が

届けられるよう、ＰＲの強化を図ってまいり

ます。 

次に、商工業振興についてでありますが、

「協同組合コアびばい」につきましては、美

唄市の都市再開発計画に基づく商店街形成予

定地に、地元小売業者による総合的ショッピ

ングセンターを建設し、本市の産業振興の一

役を担うことを目的として協同組合が昭和51

年に設立され、小売商業店舗共同化事業とし

て、今日まで47年もの間、市内外からの消費

者に愛されてきた中心市街地において、まさ
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に核となる商業施設であると認識していると

ころであります。現状につきましては、年数

経過に伴う施設の老朽化やテナントの売上げ

減少に伴う小売事業者の撤退など、協同組合

としての経営は非常に厳しいものがあると聞

き及んでいるところであります。これまで地

域おこし協力隊の活動として商業施設に人を

呼び込み賑わいを創出するイベント等の実施

や、美唄市中小企業等振興補助金による側面

支援に努めているところでありますが、協同

組合としての抜本的な経営改善を図る取組が、

今後の施設存続への重要な課題であると認識

しているところであります。市といたしまし

ても、中心市街地の核となる施設は必要であ

ると考えますことから、多世代にわたって広

く交流が可能なコミュニティの場を醸成し、

中心市街地の賑わい創出や商店街の活性化に

つなげるためにも「地域力創造アドバイザー」

や「地域おこし協力隊」を配置するとともに、

官民が一体となって「中心市街地活性化基本

計画」の策定を進める中で、核となる商業施

設の在り方についても示してまいります。 

次に、子どもの権利条例の制定についてで

ありますが、今年度、本市が行った道内自治

体の制定状況等の調査では、5市3町が制定済

みで、奈井江町が平成14年度に制定したのを

はじめ、石狩市が令和7年度の制定に向け取り

組んでいることを把握したところであります。

調査において、他の自治体が条例を制定する

に当たっては、「児童の権利に関する条約」の

基本理念に基づき、そのまちの条例に、どの

ような内容を盛り込むことが、子どもたちに

とって必要なのかを、時間をかけ議論を重ね

てきたことを承知したところであります。本

市におきましても、子どもの健やかな成長、

発達のために何ができるのか、どのように取

り組んでいくことが必要なのかを、しっかり

と議論していくことが重要であると考えてお

ります。今後は、「第3期美唄市子ども・子育

て支援事業計画」を来年度策定する中で、見

えてきた課題を踏まえ、子ども施策を担って

いる保健福祉部、教育委員会、総務部など庁

内関係部署とも協議を行いながら、本市にと

ってどのような条例が必要なのか議論を尽く

してまいります。いずれにいたしましても、

子どもの権利を保障し、子どもを誰一人取り

残さず、健やかな成長をまち全体で後押しし、

これらに関する施策を通し、子どもたちに優

しいまちづくりに取り組んでまいります。 

●教育長石塚信彦君(登壇) はじめに、教員

の働く環境の改善に向けての取組についてで

ありますが、北海道教育委員会においては、

副校長や教頭の厳しい勤務実態を改善するた

め、令和6年度に国の補助金を活用した「学校

マネジメント支援実証研究事業」を実施する

予定であり、希望の取りまとめの通知があっ

たところであります。この事業については、

配置対象校が全道で小学校が2校、中学校3校

というとても狭き門であり、市内の小中学校

においては、希望する学校はなかったところ

であります。北海道教育委員会が実施するそ

の他の事業として、教員の業務負担軽減のた

めの「教員業務支援員配置事業」によるスク

ール・サポート・スタッフの配置があり、本

市においても事業対象となる小学校2校への

配置継続を希望し、申請しているところであ

ります。また、本市の取組といたしましては、

各校に特別支援教育支援員やＩＣＴ支援員を
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配置するほか、学校の勤務時間外の電話を自

動音声対応にするなど、業務改善に努めてい

るところであります。さらに、校務支援シス

テムの運用により、教員の授業準備や児童生

徒の管理、職員会議にかかる時間の縮減とと

もに、今年度から新たに、朝に集中する保護

者からの欠席連絡を受信することができる

「保護者連絡ツール」を導入したことにより、

業務の効率化が図られたものと考えておりま

す。 

次に、幼児教育の充実についてであります

が、幼稚園や保育園等と小学校との交流・連

携につきましては、市内の幼稚園や保育園、

認定こども園の子どもたちが市内小学校2校

を訪れ、小学校1年生と体育館において、ゲー

ム遊びなどにより、交流を深めることで、園

児が小学校の様子を知り、入学に向けた心構

えをもち、円滑な小学校生活につながること

から、今後とも継続してまいりたいと考えて

おります。 

次に、旧栄幼稚園の活用についてでありま

すが、これまでも市内の幼稚園や保育園等が

遠足で訪れたり、幼稚園教諭や保育士を目指

す学生と市内の園児との交流、学びの場とし

て活用してきたところであり、今後におきま

しても、この取組を継続してまいりたいと考

えております。また、今後の新たな取組とし

て、旧栄幼稚園の豊かな自然や芸術空間を生

かした幼児教育プログラムの構築に向けて、

地域活性化企業人を活用した取組を見据え、

人材の確保に向けた経費として、24万960円を

予算計上しているところであります。 

●1番永森峰生議員 教育行政、教員の働く環

境の改善に向けた取組の充実・拡充について

再質問させていただきます。 

「教員業務支援配置事業」による「スクー

ル・サポート・スタッフ」について、対象と

なる小学校2校について申請しているとのこ

とですが、現在、何名配置されていて、充足

されているのか。もし不足しているのであれ

ば、市単独での配置についての考えはあるの

か。また、中学校は対象とならないようです

が、その理由について伺うとともに、中学校

では必要としていないのか。また、希望があ

れば、市単独で配置はできないのか伺います。 

●教育長石塚信彦君 スクール・サポート・

スタッフについてでありますが、現在、中央

小学校1人、東小学校1人、美唄中学校に1人の

合計3人が配置されているところであり、東中

学校につきましては、昨年7月の任期満了以降、

継続した配置も可能でありましたが、当該職

員からの退職の申出があり、新たな採用につ

いての検討を行ったものの、採用には至らな

かったところであります。新年度の中学校へ

の配置につきましては、北海道教育委員会の

「教員業務支援員配置事業」の対象要件とし

て、「12学級以上の公立小・中・義務教育学校

及び道立特別支援学校」となっていることか

ら、要件を満たしていない市内の中学校は、

対象とならないところであります。しかしな

がら、中学校へのスクール・サポート・スタ

ッフの配置は、必要であると考えていること

から、継続した取組となるよう、今後、予算

の確保に努めるとともに、北海道都市教育委

員会連絡協議会や北海道都市教育長会へも働

きかけてまいりたいと考えております。いず

れにいたしましても、学校の実情に応じた適

切な業務分担の推進のほか、教員が健康でや
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りがいをもち、子どもたちと向き合うための

時間や授業準備の時間が十分に確保できるよ

う、労働環境の整備に努めてまいります。 

●議長谷村知重君 午後1時10分まで休憩と

いたします。 

 

午前11時53分 休憩 

午後 1時10分 開議 

 

●議長谷村知重君 休憩前に引き続き会議を

開きます。一般質問を続けます。 

10番森明人議員。 

●10番森明人議員 令和6年第1回定例会にお

いて、大綱1点、水道事業会計についてお伺い

いたします。 

全国の自治体において、水道料金の値上げ

が人口減少エリアにおいて急速に増えており

ます。老朽化した水道管、浄水設備更新時期

が近づいていることと、送水に必要な電気代

等の高騰も追い打ちとなり、水道料金の値上

げとなっていることが背景にあります。その

ため、水道事業を維持するためにやむを得ず

水道料金の値上げに踏み切る自治体が急速に

増えているのが現状であります。水道事業と

いうものは、市民生活に必要不可欠なライフ

ラインであり、将来にわたって持続していか

なければならない独立採算事業でもあります。

ホームページにより、令和3年度の経営比較分

析表の総括を見たところ、令和3年度において

は、料金回収率が100％を下回っており、給水

にかかる費用が給水収益以外の収益で賄われ

ている状況であるため、流動比率は類似団体

と比較してもかなり低い状況で、事業経営が

厳しいことを表しております。人口減少に伴

い、料金収入は年々減っており、近いうちに

料金改定が必要になる。また、老朽管路の更

新は計画的に進めているが、財源を全て企業

債に依存しており、それ以外の施設等につい

ては、更新が進んでいないのが現状でありま

す。今後、料金収入は減収すると見込まれる

ことから、経営の効率化による経費削減を徹

底するとともに、料金の見直しについても検

討を重ね、安全で安心な水の安定供給に努め

ていくと書かれてあります。 

このようなことから3点、市長にご質問させ

ていただきたいと思います。 

本市の水道事業会計の状況についてお伺い

いたします。 

次に、一般会計からの繰出し状況、水道会

計の貯蓄など、どのような状況になっている

のか、お伺いいたします。 

次に、令和元年10月28日に第1回美唄市上下

水道事業市民検討委員会が開催されておりま

す。上下水道事業の経営分析についても議論

されていると思いますが、検討内容をお伺い

いたします。 

●市長桜井恒君(登壇) 現在の水道事業会計

の状況についてでありますが、直近の令和4

年度の決算状況で申し上げますと、約6,300

万円の純損失が発生し、資金剰余は約3,900

万円となりました。令和5年度決算見込みでは、

一般会計から収支不足分を繰入れたため、約

1,400万円の純利益となり、資金剰余は約

6,500万円となっているところであります。し

かしながら、資金剰余金は、建設改良費等の

財源とするため、企業内に留保している利益

であり、少なくとも給水収益の5割程度の2億

5,000万円程度は保有しなければならないも
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のと考えておりますことから、現在の水道事

業の経営状況は極めて厳しい状況にあると認

識しております。 

次に、一般会計からの繰入金についてであ

りますが、令和4年度で申し上げますと、「美

唄市公営企業会計補助金交付要綱」で定めら

れている補助金及び水道料金減免分に伴う補

助金で約1億700万円繰入れしており、収支不

足分としては補助金は繰入れを行っておりま

せん。令和5年度決算見込みで申し上げますと、

同じく要綱で定められている補助金及び水道

料金減免分に伴う補助金が約6,000万円、収支

不足分としての繰入金は約8,500万円となっ

ております。また、令和6年度予算では収支不

足分の繰入金として、約1億400万円を計上し

たところであります。 

次に、美唄市上下水道事業市民検討委員会

についてでありますが、前回の水道料金の改

定は平成27年10月に行い、料金算定期間を5

年としていたことから、令和2年に上下水道料

金の見直しを行うため、令和元年10月に市民

検討委員会を設立いたしました。委員会では

上下水道事業は独立採算であるため、基本的

には税金の投入はなく、このまま水道料金を

値上げしなければ、今後、施設の更新や維持

管理などを十分に行えないという説明をさせ

ていただきました。当初、検討委員の皆様か

ら、市民の大切なライフラインを維持してい

くためには、料金の値上げはやむを得ないと

いう意見をいただき、その後、改定時期及び

改定率についての検討を進めていくところで

した。しかしながら、新型コロナウイルスが

蔓延し、さらに長引くコロナ禍により原油価

格・物価高騰など市民生活や事業運営に影響

が出てきたことから、検討委員会での協議の

結果、令和4年9月に提出されました提言書は、

「料金収入の減少や施設の更新費用や維持管

理費で水道事業会計を逼迫していることは明

確で、水道料金の値上げはやむを得ないもの

と理解はするが、水道料金だけに頼ることは

大幅な値上げが想定され、物価高騰の影響を

受けている中、追い打ちをかけるように水道

料金の値上げをすることは、市民生活や事業

運営に大きな影響を与えることから、当分の

間、料金改定は見送っていただき、収入の不

足分を一般会計から繰入れしていただきた

い。」との内容であります。そのため、令和5

年度及び令和6年度には収支不足分として一

般会計からの繰入金を計上したところであり

ます。 

●10番森明人議員 本市の上下水道の管路の

延長でありますが、何キロメートルか。また、

耐用年数40年を超えた管路延長は何％に当た

るか。また、それに対し年間の更新実績はど

れくらいかお伺いしたいと思います。 

また、現行の料金収入では、健全な事業運

営ができないと私は判断しています。本市の

現状は、問題を先送りしていると私は考えて

おります。水道料金値上げについて、今一度、

考えていただきたいと思いますが、市長の考

えをお伺いしたいと思います。 

●市長桜井恒君 水道管路の延長についてで

ありますが、令和4年度末で申し上げますと、

導水管、送水管、配水管全ての延長は約420

キロメートルとなっており、40年を超えた割

合は平均で13.6％となっております。また、

更新実績につきましては、毎年約2キロメート

ル前後の更新工事を行っているところであり
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ます。 

次に、水道料金の値上げについてでありま

すが、水道は市民生活にとって大切なライフ

ラインであり、インフラ整備が充実していな

いと日常生活に支障を来すどころか、普通の

生活ができない状況に陥ってしまいます。こ

のまま赤字運営を続け、一般会計からの繰入

れを続けることは、独立採算である水道事業

としては好ましくなく、さらに一般会計の事

業にも大きく影響があると承知していますこ

とから、市民の皆様に安全で安心な水の安定

供給をしていくためにも適正な料金設定をし、

健全な経営の維持に努めてまいります。また、

令和6年度におきましては、水道事業における

経営戦略の改定を予定しておりますことから、

早い段階で適正な水道料金の把握に努めたい

と考えております。さらに、今後の市民生活

に大きく影響することがないよう、市民の暮

らしを守ることを念頭に置きながら、ライフ

ラインを維持していくために、適正な水道料

金の設定に向け、財政部局とも議論を重ねて

まいりたいと考えております。 

●10番森明人議員 耐用年数40年を超えた割

合は平均で13.6％、毎年約2キロメートルの更

新となると、13.6％の管路の更新だけでも、

単純に28年間続くと計算されます。その間に

耐用年数を迎える管路がプラスされていくわ

けであります。この先ずっと管路更新が続い

ていくわけであります。次世代のためにも、

早期の水道料金の改定を考えるときが来てお

ります。先ほど市長は、「このまま赤字運営を

続け、一般会計からの繰入金を続けることは

独立採算制である水道事業としては好ましく

なく、さらに一般会計の事業も大きく影響が

ある」とおっしゃっておりました。一番問題

なのは、現状を市民が知らないことなのであ

ります。このような状況が続くことは、今後

の一般会計の予算編成にも大きく影響いたし

ますことから、市民の理解を得るための取組、

料金算定期間の短縮、今までは5年でありまし

たが、私独自に調べたところ、各自治体にお

いては、そのスパンがだんだん、3年、4年と

短くなってきております。時代の流れも速い

です。こういったコロナ禍になった場合も考

えて、料金算定期間の短縮、さらに経費削減

の取組はもちろん、現段階の料金の値上げの

実施を考えていただき、市民生活に大きく影

響することがないよう、ライフラインを維持

し、適正な水道料金の検討ではなく、設定に

向け取り組んでいただきたいと思いますが、

市長の考えをお伺いいたします。 

●市長桜井恒君 市長就任以前より、上水、

下水、工業用水事業の立て直しにつきまして

は、市政における喫緊の課題であるとの認識

をしており、森議員のご指摘のとおり、解決

への第一歩は現状を市民の皆さんに知ってい

ただくことだと考えております。既に関係部

署に対し、来年度において、市民の皆様に丁

寧な説明をする場を設けるよう指示を出して

おります。一方で、各水道事業への民間投資

の呼び込み等により、将来的な値上げ幅を縮

小する、極論を言ってしまえば、値上げをし

ないで済むよう尽力してまいることも私の責

務であると考えております。今後それらの状

況を踏まえ最適な料金設定の検討を進めてま

いりますので、市議会議員の皆様におかれま

しても、ご理解とご協力をよろしくお願いい

たします。 
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●議長谷村知重君 次に移ります。 

5番古賀崇之議員。 

●5番古賀崇之議員 令和6年第1回定例会に

おいて、大綱1点、市長にお伺いいたします。 

まず、大綱1点、農業行政についてでありま

す。 

農業後継者事業について。令和5年第4回定

例会において農業後継者対策の一般質問で、

市長答弁では、「課題である担い手対策として

農業振興基金の活用、農業基盤整備事業、ス

マート農業機械導入支援など農業の魅力向上

や経営所得安定対策の推進などを行い健全な

農地を守る対策を講じ、さらに10年、20年後、

さらなる農家戸数の減少に伴う担い手不足に

対応するための支援、また、農外からの就農

においても支援をしていき、地域おこし協力

隊などの活用をして対策を講じていく」との

答弁があり、先日の市政執行方針でも農業後

継者対策に前向きなお考えを示しておられた

と感じております。そこで、令和5年度の事業

の実施状況。また、令和6年度において新たに

行う対策等があるのか市長にお伺いいたしま

す。 

2点目は、防風林維持管理事業についてであ

ります。美唄市には現在、市・国が管理する

防風林があります。そもそも美唄市のように

内陸側にある耕地防風林の役割は、農作物の

風害を軽減する目的のために造成・維持管理

される森林であります。そこでお伺いしたい

のは、美唄市にある市、国が管理する防風林

の面積、そして、毎年倒木等がある中、防風

林として機能してない部分も見受けられる、

そういうところがございますが、今後、市と

して防風林の整備をどうお考えになっていく

のか、お伺いいたします。 

三つ目は、農道離着陸場についての今後に

ついてでございます。1997年に正式開場した

美唄市農道離着陸場、農道空港です。運用開

始当初は、仙台空港経由で農産物を仙台市周

辺、そこから東京方面に陸送で農産物を運ん

でおりました。現在ではなかなか、そのよう

な使われ方ではなく小型セスナ機の離発着、

スカイダイビング、イベントの貸し出し、よ

さこい等の練習場として様々な用途で利用さ

れています。そこでお伺いいたしたいのは、

農道空港の管理状況についてどのような状況

なのか、お伺いいたします。 

●市長桜井恒君(登壇) 農業後継者事業につ

いてでありますが、はじめに、本市における

令和6年2月末現在の新規就農者の状況につき

ましては、新規学卒者が2人、Ｕターン就農が

4人の計6人です。一方で、令和6年2月末現在

の離農者は11戸となっており、離農者が新規

就農者を上回る状況となっております。令和5

年度の農業後継者に係る事業の実施状況につ

きましては、札幌市で行われた新規就農フェ

アなどに出展し、就農に興味を持つ10組の

方々へ面談を行ったほか、農政課窓口での就

農相談は7組で、10回の面談を行っており、こ

のうち1組につきまして、農業次世代人材投資

資金(経営開始型)を活用し、新規就農する予

定となっております。このほか、農業次世代

人材投資資金(準備型)を活用し、就農に向け、

市内で農業研修を行っている方が1組となっ

ております。令和6年度の新たな対策としまし

ては、新規就農フェアなどでの面談において、

第三者継承での就農を希望される相談もあっ

たことから、地域おこし協力隊制度を活用し
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た第三者継承を含めた新規就農対策を行って

まいります。 

次に、防風林維持管理事業についてであり

ますが、美唄市の防風林の面積は全体で318.9

ヘクタールであり、そのうち国有防風林が

149.6ヘクタール、市有防風林が169.3ヘクタ

ールとなっている状況であります。防風林の

保育維持管理については、毎年、野ねずみの

駆除をはじめ、倒木処理、枝払い等を実施し

ており、枯損箇所の補植については、北海道

の治山事業を利用し補植を進め、農作物の増

収を図るため、機能強化に努めているところ

であります。今後の整備につきましては、北

海道への要望を継続し、枯損箇所の補植を進

めるとともに、本市としても、森林環境譲与

税を活用し、これまで以上にスピード感を持

って機能回復強化を行ってまいります。 

次に、農道離着陸場の今後についてであり

ますが、平成9年に農林水産省の農道離着陸場

整備事業により北海道が事業主体となり整備

を行い、本市が財産譲渡を受け直轄管理し、

平成26年度より民間企業のノウハウを生かす

目的で、指定管理により管理運営を行ってい

るところであります。また、利用状況では、

軽飛行機やスカイダイビング等の利用実績が

増えていることから、安全・安心な利用がで

きるよう、事故防止に万全を期し、取り組ん

でいるところであります。 

●5番古賀崇之議員 農道離着陸場の今後に

ついてでありますが、現在では、農道離着陸

場の使用状況もコロナ禍前のような賑わいを

見せてきている中、道内・道外はもとより、

インバウンドの利用もこれから大いに期待さ

れるところであります。その中、今後の農道

空港、農道離着陸場の多面的な利用促進とし

て、現在の市においての考えを伺います。 

●市長桜井恒君 今後の農道離着陸場の多面

的な利用促進についてでありますが、指定管

理者との協議はもとより、他市町村の利用内

容の状況や今後の利活用について、北海道と

道内四つの農道離着陸場を所有する市町村で

構成する北海道農道空港離着陸場連絡協議会

と情報を共有し、今後の利活用について検討

しているところであります。令和6年度では、

北海道スカイスポーツフェアが開催されるほ

か、指定管理者とも協議を行い、多面的な利

用促進や施設の改修も含めて検討してまいり

ます。 

●議長谷村知重君 お諮りいたします。 

本日の会議はこの程度にとどめ、延会いた

したいと思います。 

これにご異議ございませんか。 

(「異議なし」と呼ぶ者あり) 

ご異議なしと認め、そのように決定いたし

ました。 

本日はこれをもって延会いたします。 

大変ご苦労さまでした。 

 

午後 1 時 37 分 延会 
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